
平 成 2 1 年 度 第 8 回 理 事 会 抄 録  
日 時 ： 平 成 2 2 年 3 月 2 0 日 （ 土 ）  1 3： 0 0～ 1 6： 0 2  
場 所 ：（ 社 ） 日 本 作 業 療 法 士 協 会 事 務 所 1 0 階 会 議 室  
出 席：中 村（ 会 長 ）、山 根、岩 瀬（ 副 会 長 ）、荻 原（ 事 務 局 長 )、長 尾 、

岩 崎 （ 監 事 ）、 大 熊 、 香 山 、 小 林 （ 毅 ）、 土 井 、 早 川 、 山 本 （ 常 務 理

事 ）、 大 丸 、 苅 山 、 北 山 、 坂 井 、 谷 、 東 、 三 澤 （ 理 事 ）、 久 保 田 （ 部

長 ）、 小 賀 野 （ 委 員 長 ）、 関 （ 士 会 連 絡 協 議 会 長 ）  
Ⅰ 審 議 事 項  
1 .平 成 2 2 年 度 事 業 計 画 及 び 予 算 案 に つ い て （ 久 保 田 財 務 部 長 ） 収

入 4 億 9 , 4 7 5 万 円 に 対 し 、 支 出 額 は 部 ・ 委 員 会 と の 再 三 の 減 額 調 整

に も か か わ ら ず 5 億 2 , 7 7 5 万 円 で あ っ た 。不 足 の 3 , 3 0 0 万 円 は 積 立

金 を 取 り 崩 し て 対 応 す る 。こ の 予 算 案 に 対 し 、未 収 金 の 督 促 の 仕 方 、

士 会 と 協 会 の 会 費 の 納 入 状 況 、予 算 の 3 割 を 占 め る 定 期 刊 行 物 の 見

直 し 等 に つ い て 議 論 さ れ る 。 ま た 、 法 人 運 営 費 の 予 算 減 額 の た め 、

理 事 会 の 開 催 の 仕 方 も 変 更 さ れ る が 、 理 事 会 の あ り 方 を 審 議 す る 旨

の 付 帯 を つ け た 上 で 承 認 さ れ る 。 → 承 認  
2 .第 4 5 回 日 本 作 業 療 法 士 学 会 （ 埼 玉 ） の 予 算 案 に つ い て （ 久 保 田

財 務 部 長 ） 正 会 員 参 加 者 を 4 , 0 0 0 人 と 見 込 み 、 6 , 3 6 8 万 円 の 予 算 と

す る 。 → 承 認  
3 .課 題 研 究 助 成 制 度 に 係 る 「 募 集 要 項 」 及 び 採 点 基 準 の 一 部 変 更 に

つ い て（ 苅 山 学 術 部 担 当 理 事 ）理 事 会 に て 教 育 研 究 機 関 か ら の 応 募 、

採 択 が 多 い と の 指 摘 を 受 け 、本 制 度 の 趣 旨 に 沿 い 、臨 床 実 践 の 効 果・

成 果 資 料 を 産 出 し 得 る よ う 、 募 集 要 項 、 審 査 用 紙 、 審 査 用 紙 記 入 の

手 引 き の 一 部 改 定 を 提 案 す る 。 → 承 認  
4 .厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 と の 勉 強 会 に つ い て （ 中 村 会 長 ） 3 月 よ

り 6 回 の 予 定 で 開 催 す る こ と と そ の 資 料 に つ い て 確 認 し た 。→ 承 認  
5 .名 誉 会 員 表 彰 候 補 者 の 総 会 推 薦 に つ い て （ 中 村 会 長 ） 鎌 倉 矩 子 、

花 村 都 、 森 山 早 苗 の 3 氏 を 推 薦 し た い 。 → 承 認  
6 .倫 理 問 題 事 案 へ の 対 応 に つ い て （ 中 村 会 長 ） 飲 酒 運 転 2 事 案 の う

ち 、人 身 事 故 の 1 名 に は 自 主 退 会 を 勧 告 、物 損 の み の 1 名 は 不 問 に

付 す 。 併 せ て 、 厚 生 労 働 省 医 道 審 議 会 に 挙 げ ら れ た 5 例 （ 作 業 療 法

士 は 0） の 説 明 。 今 後 、 協 会 と し て 医 道 審 議 会 へ の 事 案 の 上 げ 方 の

検 討 が 必 要 。 → 承 認  
7 .専 門 作 業 療 法 士 の 認 定 に つ い て （ 藤 井 専 門 作 業 療 法 士 審 査 等 委 員

長 ）新 規 申 請 2 3 名 中 、手 の 外 科 1 6 名 、福 祉 用 具 1 名 、認 知 症 3 名

を 認 定 。 3 名 が 保 留 と な る 。 → 承 認  
8 .協 会 ・ 士 会 役 職 者 合 同 研 修 会 に つ い て （ 早 川 士 会 組 織 担 当 理 事 ）  
第 8 回 研 修 会 の 開 催 日 が 3 案 提 案 さ れ 、 7 月 2 4～ 2 5 日 に 決 定 。 参

加 者 の 協 会 負 担 は 1 名 分 と さ れ る 。プ ロ グ ラ ム に つ い て も 具 体 的 に

意 見 が 多 く 出 さ れ た 。 → 承 認  



9 .事 務 職 員 の 採 用 に つ い て （ 中 村 会 長 ） 日 向 幸 子 氏 を 事 務 局 の 新 職

員 と し て 採 用 し た い 。 → 承 認  
1 0．会 員 の 入 退 会 に つ い て（ 荻 原 事 務 局 長 ）死 亡 退 会 1 名 、自 主 退

会 1 名 、 賛 助 会 員 の 退 会 1 名 。 → 承 認  
11 .㈱ I C S コ ン ベ ン シ ョ ン デ ザ イ ン へ の 対 応 に つ い て （ 中 村 会 長 ）

W F O T 世 界 大 会 の 招 致 に あ た り B i d  P a p e r の 制 作 を 依 頼 し た ㈱ I C S
コ ン ベ ン シ ョ ン デ ザ イ ン よ り B i d  P a p e r 制 作 費 以 外 に も 請 求 を 受 け

た が 、 請 求 根 拠 が な い も の と 考 え て 対 応 す る 。 山 田 顧 問 弁 護 士 よ り

経 過 と 法 的 裏 付 け に つ い て 説 明 が あ っ た 。 → 承 認  
Ⅱ .報 告 事 項  
1 .意 見 書 、 要 望 書 の 提 出 に つ い て （ 中 村 会 長 ）  
1） 協 会 の 諸 課 題 に 関 す る 要 望 書 （ 厚 生 労 働 大 臣 並 び に 民 主 党 宛 ）  

3 月 1 5 日 提 出  
2）「 単 独 型 の 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ・ ス テ ー シ ョ ン 」 創 設 に 関 す

る 要 望 書 （ 同 上 ）  3 月 1 5 日 提 出  
3） 障 害 者 自 立 支 援 法 見 直 し に つ い て （ 意 見 ）（ 自 民 党 ）  3 月 3 日

提 出  
4） 第 4 5 回 作 業 療 法 士 国 家 試 験 問 題 に つ い て （ 意 見 ）（ 厚 生 労 働 省

医 政 局 医 事 課 試 験 免 許 室 長 宛 ）  3 月 8 日 提 出  
5）平 成 2 1 年 度 W F O T 認 定 等 教 育 水 準 審 査 の 結 果 に つ い て（ 厚 生 労

働 省 医 政 局 医 事 課 長 宛 ）  3 月 8 日 提 出  
6） パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  
・ 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 令 及 び 児 童 福 祉 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る

政 令 （ 案 ） に つ い て  3 月 5 日 提 出  
・発 達 障 害 者 支 援 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令（ 案 ）に つ い て（ 意

見 ）  3 月 1 3 日 提 出  
2 .そ の 他 の 渉 外 活 動 報 告  
三 澤 生 涯 教 育 部 担 当 理 事 ） 3 月 1 日 、 特 別 支 援 教 育 推 進 ネ ッ ト ワ ー

ク 委 員 会 に 出 席 。  
山 本 保 険 部 担 当 理 事 ）平 成 2 2 年 度 診 療 報 酬 改 定 の 最 新 情 報 を 説 明 。

1 0 年 ぶ り の プ ラ ス 改 定 と な っ た 。リ ハ に 関 し 、が ん 医 療 と 回 復 期 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン が 目 玉 と な っ て い る 。  
大 丸 保 健 福 祉 部 担 当 理 事 ）大 腿 部 頚 部 骨 折 に つ い て の 作 業 療 法 案 内

シ ー ト の 説 明 。 今 後 の 利 用 に つ い て 学 術 部 、 広 報 部 と 協 議 す る 。  
3 .事 故 防 止 ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 報 告 に つ い て （ 岩 瀬 副 会 長 ） 事 故 防

止 マ ニ ュ ア ル 改 訂 の 資 料 と す る た め に 3 , 0 0 0 施 設 を 対 象 と し て 調 査

し た 結 果 を 報 告 。  
4 .飯 田 賞 候 補 者 の 推 薦 に つ い て （ 荻 原 事 務 局 長 ） 神 戸 学 院 大 学 の 大

庭 潤 平 氏 を 協 会 か ら 推 薦 し た 。  
5 .そ の 他  



中 村 会 長 ） 厚 生 労 働 省 の 全 国 介 護 保 険 ・ 高 齢 者 保 健 福 祉 担 当 課 長 会

議 の 資 料 に よ れ ば 、 地 域 包 括 ケ ア の 推 進 に 向 け 、 ニ ー ズ 調 査 が 各 自

治 体 に お い て 実 施 さ れ る 。 理 事 は 近 隣 の 自 治 体 に 、 作 業 療 法 士 の 関

与 を ぜ ひ 働 き か け て い た だ き た い 。  
以 上  


